
 

柏 崎 フ ァ ン ク ラ ブ 規 約  

 

（ 名 称 ）  

第 １ 条  本 会 は 、「 柏 崎 フ ァ ン ク ラ ブ 」 と 称 し ま す 。  

（ 目 的 ）  

第 ２ 条  本 会 は 、柏 崎 を 愛 す る 人 が 、柏 崎 が 大 好 き な 人 が 、柏 崎 の 様 々

な 魅 力 を 自 ら 柏 崎 の セ ー ル ス パ ー ソ ン と し て 発 信 し て い く こ と で 、

柏 崎 の 認 知 度 を 高 め 、 多 く の 人 々 に 柏 崎 を 訪 れ て も ら え る こ と を 目

的 と し ま す 。  

２  ま た 、 フ ァ ン ク ラ ブ 会 員 同 士 が 親 睦 と 連 携 を 深 め 、 楽 し み な が ら

柏 崎 の セ ー ル ス パ ー ソ ン と し て シ テ ィ セ ー ル ス の 一 翼 を 担 っ て も

ら い 、 柏 崎 市 の 発 展 と 豊 か な ま ち づ く り を 目 指 し ま す 。  

（ 入 会 資 格 ）  

第 ３ 条  入 会 で き る 者 は 、 本 会 の 目 的 に 賛 同 す る 次 の 者 と し ま す 。  

⑴  柏 崎 を 愛 す る 人 、 楽 し む 人  

⑵  柏 崎 を 世 の 中 に 広 く 知 っ て も ら い た い 人  

（ 会 員 ）  

第 ４ 条  会 員 は 一 般 会 員 と 名 誉 会 員 と し ま す 。  

２  一 般 会 員 は 、 前 条 の 入 会 資 格 を 満 た し 、 第 ６ 条 の 入 会 手 続 き を 行

っ た 者 と し ま す 。  

３  名 誉 会 員 は 、 前 ２ 号 の う ち 、 第 ５ 条 の 活 動 に 特 に 資 す る と 認 め ら

れ る 者 で 、 柏 崎 市 の 承 認 を 得 た 者 と し ま す 。  

（ 活 動 ）  

第 ５ 条  第 ２ 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 活 動 を 行 っ て い き ま す 。  

⑴  会 員 を 主 体 と し た フ ァ ン ミ ー テ ィ ン グ  

⑵  柏 崎 市 の シ テ ィ セ ー ル ス 活 動 に 対 す る 意 見 交 換  

⑶  そ の 他 、 本 会 の 目 的 達 成 に 必 要 と 思 わ れ る 活 動  

（ 入 会 手 続 き ）  

第 ６ 条  本 会 に 入 会 を 希 望 す る 者 （ 以 下 「 入 会 希 望 者 」 と い う 。） は 、

W E B 申 込 み フ ォ ー ム 、 申 込 書 の 郵 送 か ら 入 会 の 手 続 を 行 い ま す 。  

２  入 会 希 望 者 は 、 入 会 の 申 込 み に あ た り 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 同 意 し

て い た だ く こ と と な り ま す 。  



 

⑴  事 務 局 が 会 員 の 住 所 、 氏 名 、 電 話 番 号 、 メ ー ル ア ド レ ス 等 の 個

人 を 特 定 す る た め に 必 要 な 情 報（ 以 下「 会 員 の 個 人 情 報 」と い う 。）

を 名 簿 に 登 録 す る こ と 。  

⑵  フ ァ ン ク ラ ブ の 運 営 上 必 要 な 場 合 に 限 り 、 柏 崎 市 が 会 員 の 個 人

情 報 を 利 用 す る こ と 。  

３  次 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る 場 合 は 、 入 会 を 承 認 し な い こ と が あ り

ま す 。  

⑴  入 会 申 込 み に 当 た り 記 入 し た 内 容 に 虚 偽 の 記 載 が あ っ た 場 合  

⑵  入 会 を 承 認 し な い 正 当 な 事 由 が あ る 場 合  

⑶  入 会 希 望 者 が 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 関 係 の 構 成 員 で あ り 、 又 は

宗 教 団 体 へ の 勧 誘 活 動 若 し く は 違 法 な 販 売 活 動 を 行 う 者 で あ る

場 合  

４  第 １ 項 の 入 会 申 込 を 受 理 し た と き は 、 速 や か に 審 査 を 行 い 、 申 込

み を 適 正 と 認 め る 場 合 は 、 当 該 入 会 希 望 者 に 対 し て 事 務 局 は 会 員 証

を 発 行 し ま す 。  

５  会 員 証 は 、 他 人 へ の 転 売 、 貸 与 又 は 譲 渡 を し て は な り ま せ ん 。  

（ 事 務 局 ）  

第 ７ 条  本 会 は 、 柏 崎 市 総 合 企 画 部 元 気 発 信 課 に 事 務 局 を 置 く 。  

（ 規 約 の 変 更 ）  

第 ８ 条  柏 崎 市 は 、 会 員 サ ー ビ ス に 関 す る 本 規 約 お よ び 諸 規 定 に つ い

て 、 会 員 の 承 諾 な し に 変 更 で き る も の と し 、 変 更 後 は た だ ち に 全 て

の 会 員 に 適 用 さ れ る も の と し ま す 。  

２  本 規 約 を 変 更 す る 場 合 、 柏 崎 市 は 会 員 に 対 し て 文 章 ま た は ホ ー ム

ペ ー ジ に て 通 知 す る こ と に よ り 、 本 規 約 を 変 更 で き る も の と し ま す 。  

附  則  

こ の 規 約 は 平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


